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平
　行政協力員の皆さんは、大字
や自治会の長に選出された方
です。地域の要望や意見の取り
まとめなど、町政と地域を結ぶ
パイプ役として1年間ご協力い
ただきます。
■問い合わせ先　総務課庶務係
　☎（48）1111（内1309）

（敬称略）
令和5年度　行政協力員の皆さんです

（敬称略）
令和5年度　行政協力員の皆さんです

（敬称略）
令和5年度　行政協力員の皆さんです

横　松 萩 宮　津

高　岡 植 大古根 メイツ巽ケ丘 陽なたの丘

杉浦　治 末吉　幸市 新美　博康

竹内　勝青木　幹男 早瀨　彰人 岡本　幸司 西田　宗一郎

宮津団地 宮津山田 板　山 福　住 福住園高台

菅沢　景一宮永　正吾関　和基村上　つぼみ社本　秀見

白　沢 白沢台 高根台 草　木 坂　部

坂部　孝之 渡邉　秀博 松岡　滋樹 石井　勝巳 新美　博幸

矢　口椋　岡阿久比阿久比団地卯之山

竹内　利紹山本　尚新海　利幸恒川　靖大澤　義生

※　今年度より行政協力員の連絡先は、総務課庶務係へお問い合わせください。
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1.貧困をなくそう
あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせるＳＤＧｓ17の目標
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町制70周年記念

5月13日(土)・14日(日)・20日(土)・21日(日)
生涯学習フェスティバル2023
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ＳＤＧｓ17の目標
2.飢餓をゼロに
飢餓を終わらせ、食料安全保障・栄養改善を実現し、持続可能な農業を促
進する

受注No.23D00523／版管理番号253178-01／阿久比町役場様
広報あぐい5/1・5/15号政策協働課（210×297）／23.4.20／17:15／藤田★★★■

中央公民館本館会場
■総合展示会　【絵画や書道作品などを展示】
20日(土)、21日(日)午前9時～午後4時
■各種大会
【俳句大会】6日(土)午後1時～
【川柳大会】13日(土)正午～
【狂俳大会】14日(日)午前9時30分～
【将棋大会】14日(日)午前9時30分～
【短歌大会】17日(水)午後1時～
■スタンプラリー
20日(土）、21日(日)午前9時～
　スタンプを全部集めると「お楽しみグッズ」がもら
えます。（無くなり次第終了）
■むかしのあぐい展示コーナー
20日(土)、21日(日)午前9時～午後3時
　むかしの民具を展示するコーナーです。21日は、
おはじきやメンコなど、むかしの遊びを体験するコー
ナーもあります。（協力：阿久比風土記の会）
■書道体験コーナー　
20日(土)、21日(日)午前10時～午後2時
■折り紙コーナー（先着30人）
20日(土)午前10時～正午
　折り紙でペン立てを作ります。　
■夏のリースを作ろう（先着30人）　
20日(土)午前10時～正午
　涼しげな夏のリース作りはいかがですか。
■金魚・めだかすくい
21日(日)午前9時～（無くなり次第終了）
■紙を使った「ちょっとふしぎ？」コーナー
21日(日)午前9時～正午
　「ちょっとふしぎ？」な紙工作に挑戦してみましょう。
■バルーンアートコーナー（先着30人）
21日(日)午後1時～午後3時
　丸い風船を膨らませて「ニコちゃん」を作ります。
※�　作業に必要な風船や道具は全て準備しますの
で、気軽に参加ください。持ち帰り用のビニール袋
も用意します。

■かえっこバザール(おもちゃの交換会)
20日(土)午後1時～午後3時
　使わなくなったおもちゃを交換しませんか。
※　混雑時には、お待ちいただく場合があります。

※�　持ち込めるおもちゃは、1回につき10個までで
す。

※�　持ち込みのおもちゃは全て消毒します。会場で
消毒できない布製のおもちゃやぬいぐるみは、交
換できません。詳しくは子育て支援グループむ
ぎ・むぎのホームページをご覧ください。

※�　チャリティ呈茶会、チャリティバザーは、今回も中
止します。
アグピアホール（中央公民館多目的ホール）会場
■文協まつり　芸能大会
21日(日)午前10時～
　芸能の発表会を行います。
　芸能大会終了後に抽選会があります。
スポーツ村交流センター会場
■体力テストコーナー
13日(土)午後1時30分～午後3時30分
（受付時間は午後2時30分まで）
　体力テストを受けてみませんか。自分の体力を知
り、健康づくりに役立てましょう。
※�　運動ができる服装、体育館シューズを持参して
ください。

■大人のためのニュースポーツ体験　
14日(日)午前10時～正午
　知多半島で話題のニュースポーツ「ミニテニス」
と「モルック」を町スポーツ推進委員と一緒に楽しみ
ませんか。
※�　運動ができる服装、体育館シューズを持参して
ください。
※　種目は変更する場合があります。

■主　催
阿久比町・阿久比町教育委員会・阿久比町生涯学習
推進協議会
■共　催
阿久比町文化協会・阿久比町スポーツ推進委員会
■問い合わせ先
社会教育課公民館係
☎(48)1111(内1501)
※�　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、一
部内容を変更して開催します。

町制70周年記念 第48回文協まつり町制70周年記念 第48回文協まつり

◀むぎ・むぎ
　ホームページ



皆さんからの想いをカタチにする仕組み。町民の皆さんが考え、決める予算枠。

　町では、参画と協働でつくる、自立したまちづくりを進めています。町民の皆さんの提案や公益的な
まちづくり活動を支援する仕組みが「住民税1％町民予算枠制度」です。
　町がもっと元気になる事業、みんなが参加できる事業など、皆さんからの“熱い想い”や“創意工
夫”にあふれた企画・提案を待っています。

「住民税1％町民予算枠制度」の財源は、前年度の個人住民税の1％です。
財源のうち、目安として2分の1ずつがわくわくアイデア事業・わくわくコラボ事業に充てられます。

■ 事業の種類

わくわく

事業
アイデア

わくわく

事業
コラボ

種　類 内　　　容 募集期間
▽地域の課題を解決する事業やまちづくりに有益となる事業を募集
します。
▽採択された事業は令和6年度に行政が実施します。
※　【防災】【交通安全】【防犯】【広報】【子育て】【福祉】【保健】【商工】
【観光】【公園】【環境・ごみ】【文化・芸術】【スポーツ】など
＜対象外事業は、次のとおりです＞
・町に決定権限がない（国や県などの許可が得られない）もの
・法令や条例などに違反するもの
・宗教または政治活動に関係するもの
・既存の補助制度などの対象となるもの
・過去に採択された事業と趣旨が同じであると認められるもの

▽協働によるまちづくりの推進、多様化する行政ニーズや地域の課題
に対応するため、町民活動団体が自主的・自発的に町内で実施する
公益的なまちづくり事業（令和6年度内に完了できる事業）を募集
します。
▽採択された事業は令和6年度に町民活動団体が実施し、行政からは
対象となる経費に対し全額（10分の10）を補助します。
※　事業を行う際には、新型コロナウイルス感染防止対策を行ってく
ださい。

＜対象事業は、次の要件を全て満たしている事業です＞
・町民の福祉の向上や利益につながり、公益上の必要性が認められるもの
・営利を目的としないもの
・町内で実施され、主として町民を対象とするもの
・町など（国や県、民間を含む）から別の補助金などを受けていないもの
・事業計画（事業効果を含む）や収支予算が明確であるもの
・当該団体の構成員のみを対象としないもの
・過去にこの補助金で事業を実施した場合は、発展性のある内容であること

5月1日（月）～

(必着)
6月20日（火）

5月1日（月）～

(必着)
7月14日（金）

■ 応　募

わくわく

事業
アイデア
わくわく

事業
コラボ

種　類 応募のできる方 応募方法

▽町内に在住する町民または町民で組織する団体

▽町内で活動を行う町民活動団体で次の条件を満たすこと。
　・構成員が5人以上（うち半数以上が町内に在住など）。
　・団体の行う活動が自主的・自発的・公益的であること。
　・宗教・政治（選挙）活動の目的のために事業を企画する団体でないこと。

提出書類を政
策協働課まで
持参または郵
送してくださ
い。

令和5年度事業募集（令和6年度事業実施分）

住民税１％町民予算枠制度
令和5年度事業募集（令和6年度事業実施分）

住民税１％町民予算枠制度

※　政策協働課で企
画書の書き方をご
説明します。事業計
画段階からお早め
にご相談ください。

～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～
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3.すべての人に健康と福祉を
あらゆる年齢の全ての人の健康的な生活を確保し、
福祉を促進する

ＳＤＧｓ17の目標



▽子どもたちのための音楽会『音楽だ～いすき』と町制70周
年記念「ペンタス　クインテット」による弦楽五重奏の演奏会
▽ロビーコンサート～♪憩のひとときをあなたに～
▽花サークル・くさぎ活動
▽宮津区ふれあい事業～宮津菊花展～
▽植地区菊花展
▽阿久比町地域猫活動『野良猫トラブルを減らそう』
▽あるある体験講座 夜空観察会
▽お雛さまと吊るし飾り展

　審査の日程は次のとおりです。公開ヒアリング審査への参加は必須です。

わくわくアイデア事業
採択決定（10月）

行政が事業実施
（令和6年度）

必要に応じて提案者と
事業担当課の打ち合わせ

（随時）

打ち合わせ・相談
補助金事務説明会（2月）

町民活動団体が事業実施
(令和6年度)

交付申請書の提出
（令和6年4月）

実績報告書の提出
(事業終了後)

補助金の交付
決定額の7割まで概算払が可

公開事業報告会（参加必須）
（令和7年4月下旬予定）

▽給食献立コンテンツ作成事業　【学校教育課】
▽阿久比の昔話復刻事業　【政策協働課】

わくわくアイデア事業（2事業）

わくわくコラボ事業（8事業）

わくわくコラボ事業
採択決定（10月）

■問い合わせ先　政策協働課協働推進係
　　　　　　　　〒470-2292　卯坂字殿越50番地
　　　　　　　　☎（48）1111　FAX（48）0229　電子メール　kyodo@town.agui.lg.jp

　　予備審査および審査委員会において審査を行い、採択する事業を選考します。
　　審査に当たっては、内容を次の項目に基づいて評価を行います。

■ 審　査

■ 採択後のスケジュール ■ 昨年度採択された事業の紹介

わくわく

事業
アイデア

わくわく

事業
コラボ

種　類 審査基準
公益性・公共性
緊急性・必要性

具体性・創意工夫

実施能力
熱意（想い）
公益性

費用対効果
課題調整

具体性・実現性・創意工夫
予算見積・費用対効果
課題調整

町民サービス・効果範囲
課題解決

町民サービス・効果範囲
課題解決
その他

審　査 機関など 日程（予定）
審査委員会
審査委員会
各応募者と各団体に通知し、広報あぐいやホームページなどで公開します。

8月下旬
9月2日（土）
10月13日（金）

 書 類 審 査  
公開ヒアリング審査
 結 果 発 表  

応募について詳しくは、5月1日（月）から配布する募集要項をご覧ください。
「住民税1％町民予算枠制度」の詳細について、

分からないことや提案書・企画書記入のアドバイスなどのご相談は政策協働課まで。

※　わくわくアイデア事業は次の評価項目による予備審査（令和5年7月上
旬）を行います。
　町の施策との整合性・社会的な妥当性・提案内容の妥当性・町民生活ま
たは地域経済への貢献・町の財政効果・その他

広報あぐい　2023.5.1・15

5ＳＤＧｓ17の目標
4.質の高い教育をみんなに
全ての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会
を促進する
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粗大ごみを収集します粗大ごみを収集します
収集は各地区1回ですが、お住まいの地区以外にも出すことができます。
　収集時間は、当日の午前8時から午前11時30分までです。
　必ず時間を守って出してください。ごみの減量のため、粗大ごみの再利用制度も活用してください。
※　町外の方や事業者からの持ち込みを防ぐため、免許証などの提示をお願いすることがあります。

収集は各地区1回ですが、お住まいの地区以外にも出すことができます。
　収集時間は、当日の午前8時から午前11時30分までです。
　必ず時間を守って出してください。ごみの減量のため、粗大ごみの再利用制度も活用してください。
※　町外の方や事業者からの持ち込みを防ぐため、免許証などの提示をお願いすることがあります。

植
白沢
福住
宮津山田

丸萬商店東側駐車場
八幡神社南広場
老人憩の家
山田池北側堤

地区名 収集場所

収集日
5月13日（土）

椋岡
卯之山
メイツ巽ケ丘
宮津

防災倉庫東
児童館
収集所
公民館

地区名 収集場所

収集日
7月8日（土）

阿久比

坂部
高根台
萩

阿久比神社南側役場
職員駐車場
焼山池北
西公園西
老人憩の家

地区名 収集場所

収集日
9月9日（土）

大古根
横松
福住園高台
阿久比団地

山車収納庫
公民館
西公園
南風公園

地区名 収集場所

収集日
11月11日（土）

草木
陽なたの丘
白沢台

公民館
東公園
中央公園

地区名 収集場所

収集日
令和6年3月9日（土）

矢口
高岡
板山
白沢（旧：日生団地）

宮津団地

公民館
老人憩の家
板山交差点東南
西収集所
19号棟東側
駐車場

地区名 収集場所

収集日
令和6年1月13日（土）

　粗大ごみとして出せないパソコンなどは、使用済み小型家電として回収しています。併せて、新聞・雑誌・ビン・缶・
ペットボトルなどの資源ごみも回収しています。
■日　時　毎月第3土曜日の午前9時～午前11時30分
　　　　　※　11月のみ第1土曜日
■場　所　オアシスセンター（保健センター）駐車場
■回収できるもの　パソコン、ビデオデッキ、デジタルカメラ、ドライヤー、ファンヒーター、ＣＤラジカセ、携帯電話や
スマートフォン、扇風機などの電化製品
　※　パソコンのデータは各自で消去してください。
　※　電池やバッテリーは、外せる場合は外してください。
　※　壊れていても回収します。
　※　一度回収した品は返却できません。
■回収できないもの
　▽家電リサイクル対象品（テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機）
　▽大部分が布・革・木でできているもの（電気カーペット、スピーカーなど）
　▽バッテリー、乾電池、蛍光管、電球など

■問い合わせ先　建設環境課環境係　☎（48）1111（内1211・1212）■問い合わせ先　建設環境課環境係　☎（48）1111（内1211・1212）

小型家電回収もご利用ください小型家電回収もご利用ください小型家電回収もご利用ください
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5.ジェンダー平等を実現しよう
ジェンダーの平等を達成し、全ての女性と女児の能
力開花を図る

ＳＤＧｓ17の目標



収集できる主な粗大ごみ

収集できない主な粗大ごみ

▽家具類：たんす、机、イス、ベッド（スプリング入りの
マットレスは除く）、じゅうたんなど
▽家電製品：ビデオ、ステレオ、ファンヒーター、電子
レンジ、ミシン、ファクシミリなど
▽その他：自転車、ベビーカー、ストーブ、大型のおも
ちゃ、物干し竿など

▽ストーブ・ファンヒーターは油を抜いてから出して
ください。
▽電池は必ず外してから、指定場所へ出してください。
▽引っ越しごみなど多量の場合は、東部知多クリー
ンセンターへ直接搬入してください。
▽電気コードはひもなどでまとめてください。

事業系ごみ・産業廃棄物
事業活動（会社・商店・工場・飲食店・土木建築作業・農業など）に伴い発
生したごみ
※　町が収集するのは、日常生活から出てくる「家庭系ごみ」に限ります。

事業者自身で適切に処理するか、
町が許可した事業系一般廃棄物
処理業者などへ依頼してくださ
い。

家電リサイクル
テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機

商品を購入した店か商品を買い
替えようとしている店に依頼して
ください。

パソコンリサイクル
デスクトップパソコン本体、ノートパソコン、ディスプレイ、ディスプレイ一体
型パソコン　※　プリンターなどの周辺機器は粗大ごみとして収集します。

使用済み小型家電として別に回
収しています。（6ページ参照）

二輪車リサイクル
オートバイ（スクーターを含む） 販売店へ相談してください。

処理困難物（東部知多クリーンセンターで処理できないごみ）
農機具（耕うん機など）、タイヤ、消火器、プロパンガスボンベ、バッテ
リー、スプリング入りのマットレス、自動車部品、大型木材（長さ2メート
ル、太さ20センチメートル以上のもの）、ブロックなどの建築廃材（事業
者が出す場合は産業廃棄物）、塗料・薬品などの液体

販売店か専門業者へ処理を依頼
してください。

※　上記の収集できない粗大ごみは、持ち帰っていただきます。
※　処理の依頼先などが分からないときは、問い合わせ先まで連絡してください。

※　家電製品は使用済み小型家電として、別に回収もしています。

主な品目 出し方

処理の方法主な品目

　ごみ拾いに参加して、美しく住みよいまちづくりにご協力ください。
■日　時　 5月14日（日） 午前7時～午前8時
　　　　　小雨決行（雨天の場合 中止）
■主　催　ゴミゼロ運動推進連絡会／阿久比町
■問い合わせ先
　建設環境課環境係　☎（48）1111（内1211・1212）

ゴミゼロ運動で
　　　　きれいなまちに

広報あぐい　2023.5.1・15

7ＳＤＧｓ17の目標
6.安全な水とトイレを世界中に
全ての人の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する

受注No.23D00523  ／版管理番253178-01／阿久比町役場様    
広報あぐい5/1・15号 政策協働課（210×297mm）／23.4.20／17:15／東雲★★★■



わたしにもできるＳＤＧｓ 「ごみ」から「資源」へ

～5月の第2・第4日曜日から刈草・せん定枝の資源回収を始めます～～5月の第2・第4日曜日から刈草・せん定枝の資源回収を始めます～～5月の第2・第4日曜日から刈草・せん定枝の資源回収を始めます～～5月の第2・第4日曜日から刈草・せん定枝の資源回収を始めます～
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地

広報あぐい　2023.5.1・15

　これまでごみとしていた刈草・せん定枝（年間３００トン以上）の資源化
（堆肥化・チップ化）を進め、燃えるごみの削減を図るため、５月から刈
草・せん定枝の資源回収を始めます。刈草・せん定枝が多く発生する季
節を迎えますので、ぜひご利用ください。

■実施日時　5～11月の第2・第4日曜日午前8時30分～正午（雨天決行）
■場　　所　学校給食センター職員駐車場（大字卯坂字桜ヶ丘196-1）

■受け入れ対象　家庭や地区の清掃活動などで発生した刈草・せん定枝
■�持ち込み方法　長さ60センチメートル、太さ5センチメートル以内にして持ち込んでください。作業員が立ち会
いますので、直接ごみ収集車に入れてください。運搬に使用した袋やひもは取り除いてから入れてください。
※　農家、庭師などの事業活動によるもの、野菜くず、花類、毒性のある植物、特定外来種などは、対象外です。
※�　ゴミステーションに出す場合は、従来どおり指定可燃ごみ収集袋（大）を巻きつけて、燃えるごみとして出し
てください。

■問い合わせ先　建設環境課環境係　☎（48）1111（内1211・1212）

　阿久比町ホタル研究会ではホタルの保護・養殖活動を実施し、毎年3月に調査研究
報告書を作成しています。令和4年度調査研究報告書を発行しました。過去の報告書
も含め、町立図書館などで閲覧することができます。
■問い合わせ先　建設環境課環境係　☎(48)1111（内1211）

　参加者の皆さんの五感で、水の色やにおいなどを評価する簡単な調査に参加しませんか。身近な水辺を
調べましょう。
■�対　象　どなたでも参加できます。（小学生以下の方は、保護者と一緒に参加してください）
■調査期間　6月5日（月）「環境の日」～9月30日（土）
■�調査内容　身近な水辺（川やため池、湖、水路、海辺など）で「水のきれいさ」「水の量」「生態系」「水辺の様
子」を調べ、所定の調査票にて報告してください。
■募集期限　8月16日（水）
■�申し込み・問い合わせ先　建設環境課環境係　☎(48)1111（内1211・1212）
電子メール　kankyo@town.agui.lg.jp

阿久比のホタル 令和４年度調査研究報告書を発行阿久比のホタル 令和４年度調査研究報告書を発行

流域モニタリング一斉調査の参加者を募集します流域モニタリング一斉調査の参加者を募集します

受注No.23D00523／版管理番号253178-01／阿久比町役場様
広報あぐい5/1・5/15号政策協働課（210×297）／23.4.24／10:40／藤田・東雲★★★★■

7.エネルギーをみんなに　そしてクリーンに
全ての人の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保するＳＤＧｓ17の目標

多目的広場

阿久比中学校阿久比中学校

刈草・せん定枝
回収場所

　ごみステーションに刈草・せん定枝
を出すには、処理手数料としてごみ袋
（大）巻きつける必要がありますが、
資源回収日に持ち込みいただくと、ご
み処理手数料がかからないため、ご
み袋を巻きつける必要はありません。

皆さんにとってもメリットが！皆さんにとってもメリットが！



　自転車を利用する高齢者、児童・生徒などのヘルメット着用を促進し、自転車事故の被害を軽減するために、ヘルメット
の購入費の一部を補助します。　申請は補助対象者一人につき1回限りです。
■補助額　対象のヘルメットの購入費の2分の1（上限は2,000円）
■補助対象者　
　▽町内に住所を有し、令和5年度中に満65歳以上になる高齢者
　▽町内に住所を有し、令和5年度中に7歳以上18歳以下である児童・生徒など
■対象のヘルメット（令和5年4月1日以降に購入した新品かつ、次のマークのシールが貼られた自転車乗車用ヘルメット）

　新しい交通環境での通勤や通学に慣れ、行動範囲も広がることから、交通事
故の発生が心配されます。
　そこで、春の全国交通安全運動として、次の運動重点に沿った運動が全国で
展開されます。皆さん一人一人が交通ルールの順守と交通マナーを実践し、交
通事故の防止に努めてください。
運動重点
〇子どもをはじめとする歩行者の安全の確保
〇横断歩行者事故などの防止と安全運転意識の向上
〇自転車のヘルメット着用と交通ルール順守の徹底

横断歩道を横断中の事故が多発
　県内で歩行中に死傷された方のうち、35.3％（2022年中）が横断歩道横断中
に事故に遭っています。
　歩行者は、信号を守る、横断歩道が近くにあるところでは横断歩道を利用す
る、斜め横断をしないなど交通ルールを守ることが大切です。運転者は、横断歩
道に歩行者などがいないことが明らかな場合を除き、直前で停止可能な速度で
進行する義務があります。横断歩道での「歩行者優先」を徹底しましょう。
自転車に乗るなら必ずヘルメット
　令和５年４月１日から、改正道路交通法により自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務になりました。
　自転車に乗る時はヘルメットを着用しましょう。自転車利用者は、万が一に備えて、自転車損害賠償責任保険などに
加入しましょう。
■問い合わせ先　防災交通課交通係　☎(48)1111(内1209)

■申請方法　次の3種類を防災交通課窓口へ提出してください。高齢者の場合は本人、児童・生徒などの場合は保護者
が申請をしてください。

　　⑴補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書
防災交通課窓口で配布しています。町ホームページからダウンロードすることもできます。
※　申請には押印が必要になりますので、防災交通課窓口で直接記入する場合は、印鑑（認
印）を持参してください。

　　⑵領収書の写し
　　　申請者またはヘルメット着用者の氏名、領収日、購入店名、領収金額、購入品名の記載が必要です。
　　⑶ヘルメットの安全認証が確認できるもの

認証シールが確認できるヘルメットの写真、取扱説明書の写しなど。現物を持参しても構いません。
■申請期限　令和6年2月29日（木）
■申請・問い合わせ先　防災交通課交通係　☎（48）1111（内1210）

高齢者、児童・生徒などを対象に

自転車乗車用ヘルメットの購入費を補助

SGマーク JCFマーク CEマーク GSマーク CPSCマーク
※　中学校通学用などの白いヘルメットで安全
認証マークのないものは、補助金の対象では
ありません。

阿久比町は「歩行者優先」のまち
▲交通安全教室の様子

▲横断歩道は歩行者優先

春の全国交通安全運動春の全国交通安全運動 5月11日（木）～20日（土）
手をあげよう　あなたを守る　意思表示

▲町ホームページ

広報あぐい　2023.5.1・15
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8.働きがいも経済成長も
包摂的かつ持続可能な経済成長、全ての人の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用を促進するＳＤＧｓ17の目標



マイスタディ講座 マイプロデュース講座
「学習の場」を自分たちでつくりませんか 講師として活躍しませんか
　マイスタディ講座とは、町民の皆さん自身が企画し運
営する講座です。

■募集講座数　2講座
■申し込み方法
　一緒に学習する仲間を3人以上見つけ、社会教育課
公民館係へ開設申請をしてください。教育委員会で審
査後、広報などで講座参加者を募集します。参加者が
10人以上集まれば活動できます。

■開設時期　9月～令和6年3月の平日
■会　場　中央公民館本館
■対　象　町内在住・在勤者(申請者は成人の方に限ります)
■講座の規模など　集合学習方式で1講座10人以上、学習時間は1回につき2時間程度で5回以上とします。
■費　用　1講座あたり講師費用として25,000円を限度として負担します。施設使用料は原則無料ですが、その他の

必要経費は自己負担となります。（材料費は受講生の負担となります）
■学習内容の領域（政治・宗教・営利を目的としたものは除きます）
　▽教養・情操の育成に関すること(芸術・芸能・手工芸・文学・歴史・音楽・自然科学など)
　▽地域社会や住民生活に関すること(地域づくり・人権教育・環境浄化・ボランティア活動など)
　▽青少年、女性教育や家庭生活に関すること(家庭生活・子育て・消費生活・女性問題など)
　▽国際問題に関すること(国際情報・異文化理解・国際交流・語学など)
　▽安全・健康に関すること(食育・食品公害・健康・医学・緑化問題など)
■申込期限　5月19日(金)
　※　マイスタディ講座は2講座、マイプロデュース講座は6講座に満たない場合は随時募集します。
■申し込み・問い合わせ先　社会教育課公民館係　☎(48)1111 (内1501)

　阿久比スポーツ村交流センター（旧スポーツ医・科学研究所）は、令和4
年4月にオープンし、多目的体育室や屋内プールを中心に多くの方に利
用していただいています。
　今後、さらに皆さんに親しみをもって利用していただけるよう、施設の
愛称を広く募集します。素敵な愛称をお待ちしています。
■応募資格
　町内外を問わず、どなたでも応募できます。
■応募方法
　申し込みフォームから応募するか、応募用紙を社会教育課へ持参、郵
送またはFAXしてください。
※　応募用紙は、社会教育課窓口で配布しています。町ホームページ
からダウンロードすることもできます。

■応募期限
　5月31日（水）必着
　※　応募規定、選考方法、発表方法などは、町ホームページ
　　をご覧ください。
■応募・問い合わせ先
　社会教育課体育係
　☎（48）1111（内1228・1229）　FAX（48）6229
　〒470-2292　愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字殿越50番地

　マイプロデュース講座とは、自分の得意なことを生かし
て教えたい方が、自ら企画し運営する講座です。

■募集講座数　6講座
■申し込み方法
　社会教育課公民館係へ開設申請をしてください。教
育委員会で審査後、広報などで講座参加者を募集しま
す。参加者が10人以上集まれば活動できます。

（共通事項）

▲申し込みフォーム ▲町ホームページ

▲緑に包まれるスポーツ村交流センター

阿久比スポーツ村交流センターの愛称を募集します

受注No.23D00523  ／版管理番253178-01／阿久比町役場様    
広報あぐい5/1・15号 政策協働課（210×297mm）／23.4.24／16:35／東雲★★★★■
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9.産業と技術革新の基盤をつくろう
強靭なインフラの整備、包摂的かつ持続可能な産業化の促進・イノベーションの推進を図るＳＤＧｓ17の目標



■開講日　6月5日（月）、7日(水)、
9日(金)、12日(月)、14日(水)、
16日(金)、19日(月)、21日(水)

■時　間　午後4時～午後6時
■会　場　中央公民館本館
■対　象　ノートパソコンを持参
できる方（OSはWindows11が
必須）

■定　員　10人
■受講料など　2,120円程度
■内　容　パソコンに初めて触る
方、ほとんど分からない方向け
の入門講座です。

■講　師　近藤恵子さん
　（Microsoft Office Specialist 
2013取得）

■開講日　6月10日（土）、7月6日
（木）、8月10日（木）、9月9日
（土）、10月14日（土）、11月8日
（水）、12月7日（木）
■時　間　午後1時30分～午後3
時30分

■会　場　中央公民館本館
■対　象　一般
■定　員　20人
■受講料など　無料
■内　容　阿久比川柳会メンバー
と一緒に「川柳の基本知識」「川
柳の作り方」などを学習します。
受講時に月刊柳誌「川柳あぐい」
を提供します。

■講　師　阿久比川柳会の皆さん

■開講日　6月27日（火）
■時　間　午前10時～正午
■会　場　中央公民館本館
■対　象　一般
■定　員　12人
■受講料など　1,100円程度
■内　容　キーマカレーとナンを
作ります。

■講　師　宮本友美さん（製パン
技能士）

■開講日　7月13日、20日、27日、
8月3日の各木曜日

■時　間　午後1時～午後2時15分

令和5年度 第1期

生きがい教室・講座開講生きがい教室・講座開講生きがい教室・講座開講
①パソコン教室「基礎技能」

④ソフトピラティス

■会　場　アグピアホール（中央
公民館多目的ホール）

■対　象　一般
■定　員　20人
■受講料など　200円程度
■内　容　ゆったりとした動きと呼
吸で体を整えます。体の硬い方、
姿勢を改善したい方、どなたで
もできるやさしいピラティスで
す。

■講　師　久松直子さん（ピラティ
スインストラクター）

■開講日　6月1日（木）
■時　間　午前10時～正午
■会　場　中央公民館本館
■対　象　一般
■定　員　10人
■受講料など　1,200円程度
■内　容　和菓子職人から、水よう
かん、生菓子など季節の和菓子
作りを学びます。

■講　師　伊藤八朗さん（松川屋
良永）

②川柳講座
～川柳との交際有って若い脳～

■申し込み資格　町内在住・在勤・在学している方
■申込期限　5月15日（月）
■申し込み方法　電話または公民館窓口で直接申し込んでください（土曜日・日曜日・祝日を含む午前9時～午
後5時）。ＦＡＸ、電子メール、町ホームページ（「トピックス」→「生きがい教室」）からも申し込みできます。電
子メールの場合は、件名に「生きがい教室」と入れてください。
　申込者が定員を超えた場合は、初めての方を優先し、抽選で受講者を決定します。申込者が定員の半数未満
の場合や講師の都合で、開講日や時間などを変更することもあります。
■申し込み・問い合わせ先　社会教育課公民館係　☎（48）1111（内1500）　FAX（48）6229
　　　　　　　　　　　　　電子メール　kominkan@town.agui.lg.jp
※　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、日程変更または中止となる場合があります。

　「いつでも、どこでも、だれでも」を目標に、町民の皆さんの生涯学習を支援する教室・講座を
開講します。年4回皆さんにお知らせします。今回はその第1回目です。気軽に応募ください。

⑤本格和菓子講座

③手作りパン講座

受注No.23D00523  ／版管理番253178-01／阿久比町役場様    
広報あぐい5/1・15号 政策協働課（210×297mm）／23.4.20／17:50／東雲★★★■
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1110.人や国の不平等をなくそう
各国内・各国間の不平等を是正するＳＤＧｓ17の目標



■応募方法　掲載を希望する作品などを中央公民
　　　　　　館本館窓口まで持参してください。
　　　　　　（選考は社会教育課で行います）
■応募・問い合わせ先　社会教育課公民館係
　　　　　　　　　　  ☎（４８）１１１１（内１５０１）

　町内で活躍する皆さんの力作を募集しています。阿久比町のオアシス

文化の泉
絵の会はまゆう

鈴木依津子さん「風景」

■展示期間　5月8日（月）～16日（火）の役場開庁時間
■展示場所　庁舎1階ロビー（広報掲載作品と実際の展示作品が異なる場合があります）

山下れい子さん「あじさい」 小林よし子さん「花」

　結婚60周年・50周年を迎える夫婦を祝う「ダイヤモンド婚者・金婚者お祝いの
会」を9月27日（水）に開催します。夫婦の記念となる素敵な会を一緒につくる実行
委員を募集します。
■主な仕事　お祝いの会の運営（受け付け、会場準備など）
　※　事前に打ち合わせ会を1回予定しています。
■応募期限　6月2日（金）
■応募方法　電話で申し込みください。
■応募・問い合わせ先　社会教育課社会教育係　☎（48）1111(内1228・1229）

　フレイルとは、年齢を重ねて心身の機能が低下した状態で、健康と要介護状態の間の段階です。適切な対策で予
防や回復が可能です。そのために、体を楽しく動かしながら口腔ケアや体に良い食習慣について学びませんか。
■対　象　65歳以上の方
■日　時　5月31日（水）、6月7日（水）、21日（水）、7月5日（水）、19日（水）、8月2日（水）、23日（水）
　　　　　午前10時～午前11時30分（開始15分前に血圧測定を行います）
　※　新型コロナウイルスの感染状況により、日時や内容など変更になる場合があります。
■場　所　中央公民館本館103号室（和室）
■講　師　運動指導士、管理栄養士、歯科衛生士
■定　員　約30人（申込者多数の場合は抽選）
■申し込み方法　5月17日（水）までに電話、地域包括支援センター窓口または二次元
　　　　　　　　コードより申し込んでください。
■申し込み・問い合わせ先　地域包括支援センター　☎（48）1111（内1127・1128）

ダイヤモンド婚者・金婚者お祝いの会
実行委員を募集

ダイヤモンド婚者・金婚者お祝いの会
実行委員を募集

フレイル予防教室を開催フレイル予防教室を開催フレイル予防教室を開催フレイル予防教室を開催

▲申し込みフォーム
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11.住み続けられるまちづくりを
包摂的で安全かつ強靭で持続可能な都市・人間居住
を実現する

ＳＤＧｓ17の目標



健康の維持は毎日の運動から。継続して体を動かすことが大切です。毎月1回、自宅でできる簡単な体操をご紹介しま
す。介護予防や健康維持に役立ててください。

5月号 あなたの健康をサポート！
町内在勤の理学療法士が介護予防や健康維持に役立つ体操をお届け

足首を柔らかくしよう
　足首が硬くなると足先が上がりにくくなるため、つまずきやすくなったり、立ち上がりにくくなったりします。そのほか、
腰や膝にも負担がかかりやすく痛みの原因となることもあるため、足首の柔軟性を維持することが大切です。

体操をしたら、下の表に○をつけましょう。毎日続けることが大切です。
日付
◯→

1 191817162 203 214 225 236 247 258 269 2710 2811 29 30 3112 13 14 15

立つとき、歩くときの足先の角度
　椅子から立ち上がるときはもちろん、歩くときや走るときも足首の柔軟性が大切です。足先を
上げる角度は、立ち上がる時には15度、歩くときには10度、走る時には30度が必要といわれてい
ます。
　足首の柔軟性を維持し、体に負担をかけないようにしましょう。

■協　力　阿久比リハビリネットワーク　介護老人保健施設メディコ阿久比　介護予防認定理学療法士　榊原和真さん
■問い合わせ先　地域包括支援センター　☎（48）1111（内1127・1128）

タオルを使用した足首のストレッチ

①②ともに、息を止めずに20秒、左右交互に2回ずつ行いましょう

　半田歯科医師会では、「80歳で20本の歯を残そ
う」を合言葉に「8020運動」を推進しています。毎年
80歳以上で20本以上自分の歯がある方を表彰して
います。
■対　象　昭和19年3月31日以前に生まれた方
（以前に表彰を受けた方は除きます）　
■募集期限　5月31日（水）
■申し込み・問い合わせ先
　町内にある右表の歯科医院

～ 8020運動表彰者を募集 ～
☎（48）8008
☎（48）0262
☎（48）9608
☎（48）6060
☎（48）3939
☎（48）4139
☎（48）4601
☎（48）3565
☎（48）7234

宮津三丁目75
福住字平野21-1
椋岡字唐松3-3
卯坂字小谷103
草木字花吹21
福住字高根台11-7
板山字東台21-2
阿久比字宮後32
卯坂字古見堂66-1

歯科医院名称（50音順） 住　所 電話番号
石 橋 歯 科 医 院
稲 葉 歯 科 医 院
クローバーこども歯科
関 歯 科 医 院
竹 内 歯 科 医 院
中 村 歯 科 医 院
ひがし台歯科医院
や な ぎ そ の 歯 科
若 子 歯 科

80歳以上で自分の歯が20本以上ある方を表彰80歳以上で自分の歯が20本以上ある方を表彰

この角度

足先にタオルをかけ、膝を伸ばしたままタオルを
手前に引き、ふくらはぎを伸ばします。

足先にタオルをかけ、膝を曲げてタオルを
手前に引きふくらはぎを伸ばします。

膝は伸ばしたまま。
膝を曲げます。

① ②

膝を伸ばした時と、曲げた時では違う筋肉が伸ばされます。
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ＳＤＧｓ17の目標
12.つくる責任　つかう責任
持続可能な生産消費形態を確保する
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町民の皆さんの話題やニュースを紹介

萩地区　4月8日（土）・9日（日）

大古根地区　4月15日（土）・16日（日）

宮津地区　4月15日（土）・16日（日）

広報あぐい　2023.5.1・15

14

受注No.23D00523  ／版管理番253178-01／阿久比町役場様    
広報あぐい5/1・15号 政策協働課（210×297mm）／23.4.20／17:05／東雲・長尾★★■



あなたは写っていませんか。もし写っていれば、写真をおわけしますのでご連絡ください。 　政策協働課調査広報係　☎（48）1111（内線1310）

町消防団入退団式を開催 地域のヒーローが新たに誕生
　令和5年度阿久比町消防団入退団式が中央公民館で行われました。
　長年、消防団活動で地域の安全を守ってきた10人が退団し、新たに2
人の団員が加わりました。現在、団員数は70人で、条例定数124人に対す
る充足率は56パーセントです。
　式典後、新幹部や新入団員たちは、半田消防署阿久比支署の署員によ
る指導を受け、災害から地域を守る新たな担い手としての訓練を行いま
した。

【令和5年度阿久比町消防団人事（敬称略）】
○団　  長　榎本龍一　○副団長　新美文浩
○第1分団　分団長　田中俊充　副分団長　永井宏享
○第2分団　分団長　坂部研二　副分団長　鯉江夏樹
○第3分団　分団長　竹内瑛祐　副分団長　都築文太
○第5分団　分団長　新美貴大　副分団長　山口洸平
※　令和5年4月1日より第4分団は休団となります。
◎令和4年度退団者（在籍5年以上）　7人
　新美優介、小西徹、竹内優輔、小澤真也、酒井晶久、新海佳昌、鈴村郁弥
◎令和5年度入団者　4人
　新海佳昌、鈴村郁弥（機能別）、青木勝伸、池田龍生

4/5
宮津保育園

4/7
阿久比中学校

4/10
ほくぶ幼稚園

4/2
（日）

4/6
英比小学校

4/6
東部小学校

広報あぐい　2023.5.1・15
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　深刻化する高齢者の特殊詐欺被害の未然防止を図るため、特殊詐欺防止用電話機器の購入費用
の一部を補助します。補助金の交付は、1世帯につき1回までです。

■補助額　特殊詐欺防止用電話機器の購入費の2分の1、上限は5,000円まで（100円未満の端数が
生じた場合は切り捨てます）
■補助対象者　町内に住所を有し、令和5年度に65歳以上となる高齢者のうち、一人暮らしまたは高
齢者のみの世帯の方
■申請できる方
　▽補助対象者本人
　▽補助対象者の3親等以内の親族（町外在住者を含む）
　※　補助対象者の日常の世話をしている居宅介護支援事業者、または居宅サービス事業者は、
　　上記の方に代わって申請ができます。
■対象となる機器（スマートフォン、携帯電話は対象外です。）
　令和5年4月1日以降に購入した新品の機器で、補助対象者宅に設置した次に該当するもの
　▽固定電話機に取り付け、迷惑電話の着信を自動で判別し、着信を拒否または通知するもの
　▽固定電話に接続するもので、自動で発信者に対し録音を行う旨の応答をし、録音を行うもの
　▽固定電話機で自動応答録音装置などを備え、迷惑電話への対策をするもの
※　公益社団法人全国防犯協会連合会が推奨する「優良防犯電話推奨品目録」に掲載されている
機器を対象とします。

■申請方法
　次の3種類を防災交通課窓口へ提出してください。
　　⑴補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書

　防災交通課窓口で配布しています。町ホームページからも
ダウンロードできます。

　　⑵領収書の写し
⑶保証書の写しなど、対象となる機器であることが分かるもの（メーカー名、品番が記載されて
いるもの。領収書に記載があれば領収書で構いません）

■申請期限　令和6年2月29日（木）
■問い合わせ先　防災交通課交通係　☎（48）1111（内1210）

特殊詐欺防止用電話機器の購入費用を補助します

　子どもの成長に伴い、使わなくなった衣類・おもちゃ・チャイルドシートなどの子ども用品を無料で配布する
リユース市を開催します。
■日　時　5月19日（金）午前11時～正午（集合時間は午前10時45分以降）
■会　場　勤労福祉センター（エスペランス丸山）
■対　象　町内在住の方のみ
■リユース用品の提供のお願い
　次の場所にリユースボックスを設置しています。不要になった子ども用品の提供に協力してください。

役場、子育て支援センターあぐぴっぴ、保健センター、卯ノ山児童館、町内各保育園、幼稚園

■問い合わせ先　子育て支援課子育て支援係　☎（48）1111（内1130）

子ども用品リユース市を開催

◀町ホームページ

◀公益社団法人全国
　防犯協会連合会
　ホームページ
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13.気候変動に具体的な対策を
気候変動とその影響を軽減するための緊急対策を講じるＳＤＧｓ17の目標



星の部分
管理区分図

屋内止水栓 メーター 町止水栓

個人管理 町管理

第65回水道週間
6月1日（木）～7日（水）水 を大切に水を大切に水を大切に

第65回水道週間スローガン
＜水道水　安心・安全　これからも＞

　全ての人にとって水は、健康で文化的な生活やさまざまな社会経済活動を支える上で
なくてはならないものです。水に対する認識を深め、水を無駄なく有効に使ってください。

　各家庭に設置してある水道メーターから内部に配管されている部
分は個人管理です。
　配管修理費・漏水代金は個人負担となります。

水道の宅内漏水に注意

　敷地内の全ての蛇口を閉めて、水道メーターの星の部分が回っていれば
どこかで水が漏れています。　　　　　　
　少しの漏水でも想像以上の水量になりますので、週に1、2回漏水の調査
を心掛けてください。
　一般家庭が管理する宅内漏水で、発見後直ちに修理するなどの要件を
満たした場合、申請をすると水道料金の一部が軽減される場合がありま
す。詳しくは上下水道課上水業務係に問い合わせてください。

漏水の発見方法

朝一番や長い間留守にした直後の水は、各家庭の給水管内に長時間滞留しているため、安全のための残留塩素がなく
なっている場合があります。
通常の使用状態では、健康上問題ありませんが、開栓直後の水は、念のためバケツ1杯分くらいは飲み水以外に使って

ください。

朝一番の水は飲み水以外に

町の水道状況（令和4年度実績）
28,258 人
99.7％

2,859,111 ㎥
2,793,662 ㎥

7,654 ㎥
271ℓ

給 水 人 口
普 及 率
年 間 配 水 量
年 間 給 水 量
一 日 平 均 給 水 量
一人一日平均給水量

　上下水道課では、浄水器などの訪問販売、水道管の清掃などは一切行っていません。
　事前の依頼や了承がない限り、訪問による水質検査などは実施していません。（メーターの取り替えは、はがきで事前
に上下水道課から連絡します）

悪徳商法に注意

■問い合わせ先　上下水道課　☎（48）1111　上水業務係（内1219・1220）　上水工務係（内1221）

貯水槽水道の管理
　ビル・マンションなどの貯水槽水道の設置者は、受水槽の清掃を1年に1
回定期的に行ってください。
　受水槽の清掃は専門の業者に依頼して実施してください。
　蛇口から出る水の色、濁り、におい、味などに異常を感じたときは、必要な水質検査を行ってください。
　受水槽の点検を定期的に行い、欠陥を発見したら速やかに改善してください。地震、大雨など水質に影響を与える恐れ
があるときも実施してください。給水する水が人の健康を害する恐れがあると分かったときは、直ちに給水を停止して、
利用者、保健所、上下水道課上水工務係に知らせてください。

広報あぐい　2023.5.1・15
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14.海の豊かさを守ろう
持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用するＳＤＧｓ17の目標



60センチメートル以上

1メートル以上 1メートル以上

無料耐震診断と耐震改修費の補助を実施無料耐震診断と耐震改修費の補助を実施無料耐震診断と耐震改修費の補助を実施無料耐震診断と耐震改修費の補助を実施

ブロック塀などの撤去費の補助を実施ブロック塀などの撤去費の補助を実施ブロック塀などの撤去費の補助を実施ブロック塀などの撤去費の補助を実施

■対　象　昭和56年5月31日以前に着工された、居
住している木造住宅（2階建て以下で、在来軸組構
法、伝統構法の戸建て、長屋、併用住宅、共同住宅
で、貸家を含む）

　旧基準の木造住宅（昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅）を対象とした耐震診断を実施しています。費用は
無料です。
　耐震診断の結果、改修などの必要があると判定された住宅の耐震改修工事費に対する補助制度（条件あり）もあります。

　ブロック塀など（門柱を含む）の倒壊による被害や避難時などの通行の妨げになることを防止するため、ブロック塀な
どの撤去に要する費用の補助を実施しています。

無料耐震診断

　工事着工前に申請し、町の交付決定を受けてください。
■対　象　次の要件全てに当てはまること。　
　①耐震診断の結果、総合判定が1.0未満であること
　②耐震診断の判定値に0.3以上を加算して、改修工
　事後の総合判定が1.0以上と
　なること

■補助額　耐震改修工事費の8割
の額で、100万円が限度（改修設
計を実施すること）

■申込期限　9月15日（金）　
※　無料耐震診断を実施することで、耐震改修費補助・耐震シェルター設置費補助・除却費補助のうち、1種類の補助
が受けられます。（予定数に達し次第、締め切ります）

■申し込み・問い合わせ先　建設環境課都市計画係　☎（48）1111（内1214）

耐震改修費補助

ブロック塀等撤去費補助

　工事着工前に申請し、町の交付決定を受けてください。
■対　象　次の要件全てに当てはまること。　
　①耐震診断の結果、総合判定が0.4未満であること
　②設置数は1基であること（2基以上の設置の場合で
も補助は1基のみ）
■補助額　25万円が限度

耐震シェルター設置費補助

　工事着工前に申請し、町の交付決定を受けてください。
■対　象　次の要件全てに当てはまること。　
　①耐震診断の結果、総合判定が1.0未満であること
　②旧基準の木造住宅の部分を含む1戸全てを除却
　すること

■補助額　20万円が限度

■補助の要件　次の要件全てに当てはまること。　
①同一の利用をしているひとまとまりの土地で、道路に接する場所に存するブロック塀
など（門柱を含む）を全て撤去すること（万年塀やフェンスは該当しません）
②道路面からの高さが1メートル以上であること。ただし、擁壁上部に造られている場
合は、道路面からの高さが1メートル以上かつ擁壁上部からの高さが60センチメー
トル以上であること
③当該ブロック塀などの接する道路が、町内における住宅や事業所などから阿久比町
地域防災計画にある避難所や避難場所に至るまでの経路であること

除却（取り壊し）費補助

■補助額　20万円が限度
■申込期限　9月15日（金）
※　予定数に達し次第、
　締め切ります。
■申し込み・問い合わせ先
　建設環境課都市計画係
　☎（48）1111（内1214）

　工事着工前に申請し、町の
交付決定を受けてください。

～～～～～～～～

～～～～～～
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受注No.23D00523  ／版管理番253178-01／阿久比町役場様    
広報あぐい5/1・15号 政策協働課（210×297mm）／23.4.20／19:10／東雲★★★■

15.陸の豊かさも守ろう
陸上生態系の保護、回復、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、
ならびに土地劣化の阻止・回復、生物多様性の損失を阻止する

ＳＤＧｓ17の目標



　工事着工前に申請し、町による現地調査および交付決定を受けてください。
■対　象　次の要件全てに当てはまること。
①阿久比町内に存在する空き家
②木造の空き家
③床面積の2分の1以上が住宅
④不良住宅（住宅地区改良法第２条第４項の規定による）であり、町による実地調査の結果、評点が１００点以上
⑤個人が所有する空き家
⑥所有権以外の権利が設定されていない空き家
⑦特定空家等の勧告を受けていない空き家
⑧類似の補助金の交付を受けていない空き家
■補助額　補助対象工事に要する経費の5分の4の額または20万円のいずれか少ない額
■注意事項　空き家の敷地に固定資産税、都市計画税の住宅用地特例が適用されている場合は、本来よりも税額が軽
減されていますが、空き家を取り壊して更地にすると住宅用地特例の適用が外れ、本来の税額に戻るため、固定資産
税や都市計画税が高くなる場合があります。

■補助要件　令和6年1月31日（水）までに完了できる工事（遅くとも、11月15日（水）までに不良住宅判定申請書を提
出してください）

■申し込み・問い合わせ先　建設環境課都市計画係　☎（48）1111（内1214）

　倒壊または建築材などの飛散の恐れのある空き家の解体工事を行う費用の補助を実施しています。
空き家解体工事費補助

　工事着工前に申請し、町の交付決定を受けてください。
※　令和6年3月15日（金）までに実績報告書の提出が見込めない工事については交付決定できません。
■補助の要件
　（屋上・壁面・空地・駐車場緑化）
　緑化面積が50平方メートル以上であること。ただし、次の要件のうち、いずれかの要件を満たすこと。
①　道路から眺望できること
②　不特定の人が立ち入って見ることができること
③　管理者等の了解のもと、必要に応じて立ち入って見ることができること
　（生垣設置）
　生垣の延長が15メートル以上であること。ただし、以下の要件のうち、いずれかの要件を満たすこと。
①　生垣の接道延長が設置した生垣の全体延長の60％以上であること
②　生垣の高さが、中高木については、1.0メートル以上、低木については、0.5メートル以上であること
③　樹木の数量が、延長1.0メートルあたり２本以上であること
④　樹木は、とげのない、土地と生垣に適した樹種とすること
■補助金交付限度額
（屋上・壁面緑化）緑化面積×3万円／平方メートル（空地緑化）緑化面積×1万5,000円／平方メートル（駐車場緑化）
緑化面積×2万円／平方メートル（生垣設置）生垣の延長×5,000円／平方メートル
※　補助金額は、補助金交付限度額として計算された額のうち、交付対象経費の2分の1以下で、10万円以上500万
円以下が対象となります。1,000円未満の端数が生じたときは、端数を切り捨てた額とします。
※　申請内容によっては、満額交付できない場合があります。
■申込期限　9月29日（金）
※　県との協議が必要なため、補助金交付申請から交付決定までに日数を要します。（予定数に達し次第、締め切ります）
■申し込み・問い合わせ先　建設環境課都市計画係　☎（48）1111（内1214）

　町内の民有地の建物や敷地の緑化を進めるために、屋上緑化、壁面緑化、空地緑化、駐車場緑化および生垣設置の費
用の補助を実施しています。
都市緑化推進事業補助

危険な空き家の解体工事費の補助を実施危険な空き家の解体工事費の補助を実施危険な空き家の解体工事費の補助を実施危険な空き家の解体工事費の補助を実施

建物や敷地の緑化に関する費用の補助を実施建物や敷地の緑化に関する費用の補助を実施建物や敷地の緑化に関する費用の補助を実施建物や敷地の緑化に関する費用の補助を実施

広報あぐい　2023.5.1・15

19

受注No.23D00523  ／版管理番253178-01／阿久比町役場様    
広報あぐい5/1・15号 政策協働課（210×297mm）／23.4.20／19:15／東雲★★★■

16.平和と公正をすべての人に
持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、全ての人に司法へのアクセスを提供し、
あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する

ＳＤＧｓ17の目標



20

天

地

広報あぐい　2023.5.1・15

　認知症について正しい知識と理解を持ち、地域で暮らす認知症の方とそ
の家族を温かく見守る「認知症サポーター」養成講座を開催します。講座を
受講した方には、「オレンジリング」と呼ばれるリストバンドをお渡しします。

認知症サポーターとは？
　認知症に対する正しい理解と知識を持つ、認知症の方とその家族の応援者のこ
とです。認知症サポーターになったからといって特別なことをするわけではなく、ご
自身の生活の中で温かく見守り、できる範囲で手助けをすることが役割です。

■日　時　6月22日（木）午前10時～正午
■場　所　中央公民館本館大会議室301号室
■費　用　無料
■定　員　30人（事前申込制・先着順）
■�申し込み方法　電話・電子メールまたは健康介護課窓口で申し込んでください。電子メールで申し込みをする場

合は、件名を「認知症サポーター養成講座」とし、本文に「氏名（ふりがな）」「住所」「連絡先」を入力してください。
■申し込み・問い合わせ先　健康介護課介護保険係
　☎（48）1111（内1126）　電子メール　kaigo@town.agui.lg.jp

　令和6年度採用の保育士・幼稚園教諭を対象とした採用説明会を開催します。子どもが好き、阿久比町で働きた
い、勤務条件や保育の内容を知りたいなど、興味のある方は気軽にご参加ください。
※　詳細は、町ホームページをご覧ください。（園内見学や先輩保育士との歓談を予定しています）
■日　時　5月26日（金）午前10時～午前11時45分
■場　所　英比保育園
■定　員　15人程度（要申し込み・先着順）
■申込期間　5月1日（月）～19日（金）
■申し込み方法　申込期間内に町ホームページから申し込んでください。
■申し込み・問い合わせ先　子育て支援課幼児保育係　☎（48）1111（内1132）

　国民健康保険は国民皆保険を支える医療保険制度として、加入者が保険税を出し合い、互いに助け合う制度で
す。今後も皆さんが安心して医療を受けることができるよう、国の法定限度額を参考に国民健康保険税賦課限度
額を改正します。

　令和5年度の税率などについては、以下のとおりです。

医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分（40歳～64歳）
改正前 改正後 改正前 改正後 改正前 改正後

所 得 割 額 6.5パーセント 据え置き 2.5パーセント 据え置き 2.5パーセント 据え置き

均 等 割 額�
(1人当たり) 2万6,000円 据え置き 1万円 据え置き 1万2,000円 据え置き

平 等 割 額�
(1世帯当たり) 2万円 据え置き 7,000円 据え置き 8,000円 据え置き

賦課限度額 63万円 65万円 19万円 20万円 17万円 据え置き

　介護納付金分についての変更はありません。
■問い合わせ先　住民福祉課医療年金係　☎(48)1111 (内1117)

認知症サポーター養成講座を開催

保育士・幼稚園教諭採用説明会を開催

令和５年度から令和５年度から国民健康保険税賦課限度額国民健康保険税賦課限度額が変わりますが変わります

受注No.23D00523／版管理番号253178-01／阿久比町役場様
広報あぐい5/1・5/15号政策協働課（210×297）／23.4.20／17:45／藤田★★★■

17.パートナーシップで目標を達成しよう
持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化するＳＤＧｓ17の目標

国民健康保険税の税率と賦課限度額

▲オレンジリング

▲町ホームページ



施設使用料減免申請を受け付けます施設使用料減免申請を受け付けます施設使用料減免申請を受け付けます
　令和5年10月使用分からの施設使用料減免申請を受け付けています。減免を希望する団体の方は、施設使用
料減免申請書に添付書類（会員名簿、会則、決算書または予算書）を添えて、5月31日(水)までに団体を所管する
課へ提出してください。

■問い合わせ先　政策協働課企画政策係　☎（48）1111（内1310・1311）

※　新たに免除・減額を希望する団体は、スポーツ協会・文化協会・サークル協議会のいずれかに加盟し、減免の許
可を受ける必要があります。(継続的な活動を行っている団体が対象)

※　丸山公園の夜間照明設備の使用料は減免しません。冷暖房費および中央公民館多目的ホールの設備は免除
団体については免除しますが、その他の団体は徴収します。

①　国、県、町および町の機関が使用するとき
②　町および町の機関が主催または共催するとき
③　町内の保育園、幼稚園、小・中学校が正規の教
育課程などで使用するとき
④　大字や自治会が行政活動を補完する目的で
使用するとき
⑤　町内の各種団体が行政活動の協力目的など
で使用するとき
⑥　町が認める行政活動を補完する団体が団体
本来の目的で使用するとき
⑦　社会福祉協議会が所管する福祉関係団体が
団体本来の目的で使用するとき
⑧　スポーツ協会・文化協会に加盟している会員
数5人以上の団体で、会員の全員が町内の小・中
学生で組織する団体が団体本来の目的で使用
するとき
⑨　スポーツ協会・文化協会に加盟している会員
数5人以上の団体で、会員の全員が町内の65歳
以上の高齢者で組織する団体が団体本来の目
的で使用するとき

　6月1日は人権擁護委員法が施行された日で、全国人権擁護委員連合会が定める「人権擁護委員の日」です。
　人権は、人間が幸福な人生を送るために最も大切な権利です。自分だけでなく、全ての人の人権が尊重されな
ければなりません。国の内外を問わず、互いに人権を守り、明るい社会をつくることが大切です。
　人権擁護委員は、人権に関する問題などの相談に応じています。相談は無料で、秘密は厳守します。

■阿久比町の人権擁護委員
　（令和5年4月1日現在・敬称略）
　▽平井由紀子（草木）
　▽新海伸誓（矢口）
　▽河合純子（板山）
　▽江原真人（横松）

人権特設相談所の開設
　阿久比地区の人権擁護委員が相談員として、相談所を設けます。ご利用
ください。
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止となる場合があります。
■日　時　6月1日（木）午後1時～午後4時
■会　場　中央公民館本館3階308号室
■問い合わせ先　住民福祉課社会福祉係　☎（48）1111（内1121）

６月１日は人権擁護委員の日

１０人以上の団体で過半数が町内の６５歳以上か

１０人以上の団体で過半数が町内の中学生以下か

免　除YES
いずれか一つに該当

（会議終了後の懇親会などは除く）

NO
いずれにも該当しない 免除しない

YES

YES

NO

NO
YES NO

減額しない

減額しない

2分の1減額 YES NO

スポーツ協会・文化協会に加盟しているか

サークル協議会に加盟しているか

5人以上が町内在住か

町内在住者5人以上を含む、総合型地域スポー
ツクラブが所管するスポーツ関係団体

広報あぐい　2023.5.1・15
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受注No.23D00523  ／版管理番253178-01／阿久比町役場様    
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「あいちの教育ビジョン2025」の基本理念「あいちの教育ビジョン2025」の基本理念

全国へ発信
268

　「自らを高めること」と「社会の担い手となること」を基本とし、ふるさとあいちの文化・風土に誇りをもち、世界
的視野で主体的に深く学び、かけがえのない生命や自分らしさ、多様な人々の存在を尊重する豊かな人間性と
「知・徳・体」にわたる生きる力を育む、あいちの教育を進めます。

◇学校教育
　幼保小中一貫教育の推進のためには、人的・物的環境の整備充実を図ること以外に道はない。「幼保小中一貫
教育は阿久比の未来」「四方よし」を合い言葉に「教育のまち　阿久比」「読書のまち　阿久比」を創らなければ
ならない。

「四方よし」子どもよし ： 人としての基礎・基本の定着と学力の向上
　　　　　保護者よし ： 阿久比町幼保小中一貫教育の理解促進と家庭教育の充実
　　　　　地域よし： 地域による学校支援の充実と地域の教育力の向上
　　　　　園・学校よし ： 教員・保育士の力量向上

〈令和5年度のテーマ〉

自ら学びに向かう教育をすべての年代で推進し、
自己の可能性を伸ばす力を育てよう

　子どもたちが、自らのよさや可能性を伸ばし、自己実現を目指すとともに、社会を担う主体となるために、
多様な人々と協働してさまざまな課題を乗り越え、これからの社会をよりよいものにし、豊かな人生を送る
ことを目指します。
　そのために、変化の激しい社会にあっても、子どもたちが自分を見失わず、これからの阿久比や愛知、日
本、世界を担っていく気概と意欲をもって活動できるように、自らの拠り所となるふるさとを大切にする心
や、広い視野で物事を多面的に捉える見方や考え方、よりよく課題を解決できる力を育てます。
　子どもたちが夢や希望を持ちながら自らの人生を切り拓いていくとともに、誰もが認められる共生的な社
会を実現できるように、阿久比町全体が、子どもの「学舎(まなびや）」であり、関わる全ての大人が指導者で
あるという意識をもつことが重要です。そのために、学校を地域の拠点としながらも家庭・地域との連携を
強化し、「欠落なき教育」「段差なき教育」「落差なき教育」を中心とした、幼保小中一貫教育の推進を図ります。

◎阿久比町教育基本的理念◎阿久比町教育基本的理念

◎具体的な方策

■問い合わせ先　学校教育課学校教育係　☎(48)1111（内1230・1231）

阿久比町が目指す具体的な15歳の生徒像
(1) 自らを律し、自ら実践していく生徒
(2) 「生きる力」（社会で役立つ学力、社会で生きていく上で必要な人間性、社会で生きていく上で必要な健康
と体力）を身につけた生徒

詳細については、次号に掲載します。

広報あぐい　2023.5.1・15
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土曜日・日曜日、祝日は休み

開所時間:　
午前9時～午後4時
（土曜日・日曜日、祝日は休み）問い合わせ先　☎（４７）０３６９（阿久比スポーツ村クラブハウス２階）

ぴぴぴ ぴぴぴっっっ
だだだ
よよよ
りりり 阿久比町

子育て支援センター
あぐぴっぴ6月6月6月

カレンダー 6がつ

 ●リフレッシュ講座
「骨盤セルフケア！」
午前10時～午前11時

 ●ほくぶ幼稚園見学
「遠足へ行こう！」
午前10時～正午

●おもちゃ病院
　午前10時～

月日 火 水 木 金 土
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休

休

休

児童館「あそびひろば」 児 開館

児　開館

児 開館

児　開館

児　開館

児　開館

児童館　午後1時30分開館

児童館　午後1時30分開館

児童館　午後1時30分開館

児童館　休館

児　開館

児童館　休館

児童館　休館 児童館「あそびひろば」

児童館「あそびひろば」

児童館「あそびひろば」児童館「あそびひろば」

児童館　休館 児童館「あそびひろば」児童館「あそびひろば」

児童館「あそびひろば」

児童館「あそびひろば」

児童館　午後1時30分開館 児童館「あそびひろば」

児童館　午後1時30分開館

児童館「あそびひろば」 児 開館

児童館「あそびひろば」

東部保育園なかよし広場
英比保育園なかよし広場

草木保育園なかよし広場宮津保育園なかよし広場

中部保育園なかよし広場

児童館「あそびひろば」

◆講座予約は先着順です。5月19日(金)から26日(金)正午までにあぐぴっぴに申
し込んでください。電話での予約も受け付けます。講座は町内の方が優先です。
◆ことばの相談室「すくすく相談日」は、心理士が常駐します。午前も午後も予約
できますので、子どもの発達に関することでお悩みの方は、ご相談ください。早
く予約された方から順番に相談を受けます。

●ことばの相談室
すくすく相談日
（要予約）

　産後の姿勢や自律神経の話を聞き、実際に体を動か
しながら「骨盤矯正」のストレッチなどをしませんか。
■日　時　6月16日（金）午前1０時～午前11時
■場　所　スポーツ村交流センター
　　　　　多目的体育室
■対　象　未就園児をもつ保護者
■定　員　１０人（託児１０人）
■講　師　骨盤矯正師　石田 弘枝さん
■持ち物　動きやすい服装、水筒、タオル
　　　　　など

　あぐぴっぴからほくぶ幼稚園まで歩きます。ほくぶ
幼稚園内を見学したり、園庭で遊んだりしましょう。
　園内でお弁当を食べたら解散です。
■日　時　６月２日（金）午前1０時～正午
■集合場所　芝生広場
■対　象　２歳～就園前の歩いて遠足に行ける子ど
　　　　　もと保護者
■定　員　親子１５組
■持ち物　お弁当、水筒、シート、帽子
　※　動きやすい服装、靴で来てください。 　
　※　雨天の場合は中止です。

●わくわくぴっぴ広場
　宮津公民館　午前10時～

リフレッシュ講座
「骨盤セルフケア！」

　あぐぴっぴでは毎月1回おもちゃ病院を開院しています。
■診察の流れ
　①診察　ドクターが診察し、カルテを作ります。
　②入院　入院することになったおもちゃは、ドクターがお預かりします。
　③退院　原則1カ月、修理状況を確認しおもちゃを返却します。
■診察料　原則無料（部品の交換が必要な場合に100円～200円程度

費用がかかります）
■場　所　スポーツ村クラブハウス２階会議室

＊令和５年度おもちゃ病院開院日＊
毎月第1木曜日の午前10時～午前中

  ６月 １ 日（木）
  ８月 ３ 日（木）
１０月 ５ 日（木）
12月 ７ 日（木）

  ７月 ６ 日（木）
  ９月 ７ 日（木）
１１月 ２ 日（木）

おもちゃ病院あぐいを知っていますか？

城山保育園なかよし広場

PaPa MaMaの
育ちあいスペース
2歳児　2回目

●からだげんきかな？

ほくぶ幼稚園見学
「遠足へ行こう！」

令和6年１月11日（木）　２月１日（木）　３月７日（木）

校了日　5月24日
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　保
健センター通信

保健センター　☎（48）1111（内1520・1521）すこやかだより

歯を守るためのポイント

　歯は、わたし達の心と体の健康を支えるために大きな役割を担っています。
食べる喜びも話す楽しさも、歯や口が健康だから味わえるものです。そんな
大切な歯を守るためには、日頃からのケアが必要です。

1.歯磨きは食後と寝る前
　歯磨きは、虫歯や歯周病の予防と改善に欠
かせません。「食べたら磨く」を習慣にしてく
ださい。睡眠中はだ液の分泌が減り、口の中
の細菌が増えやすくなります。寝る前には、丁
寧に歯を磨きましょう。

2.歯磨きのコツ
　歯垢は歯と歯のすき間、歯と歯茎のすき間
にたまりやすいです。歯ブラシの毛先を歯に
しっかり当て、軽い力で小刻みに動かしてくだ
さい。歯を磨く順番を決めておくと、磨き残し
を減らすことができます。舌で触ってみてザラ
ザラ感が残っていないか確認してください。

3.規則正しく、食事をとる
　不規則な食べ方は、虫歯や歯周病の大き
な原因です。食事の時間を決めること、間食
や寝る前の食事は控えることが大切です。

4.疲れやストレスをためない
　疲れやストレスは免疫力だけでなく、だ液
の分泌量も減らしてしまいます。質の良い睡
眠や運動など、自分なりの方法で、疲れやスト
レスを解消しましょう。

6.フッ素塗布で歯を強くする
　フッ素は骨や歯を丈夫にしてくれます。食べ
ものにも含まれていますが、それだけでは不
足しがちです。歯に直接塗り十分な量を補う
ことによって、虫歯菌の活動を抑えたり、歯を
強くしたりする効果があります。定期的に歯科
医で塗布を受け、市販のフッ素入りの歯磨き
剤なども活用しましょう。

　「歯の衛生週間」として、歯科健診とフッ素塗布を行います。費用は無料で、予約制です。
■日　時　6月4日（日）午前9時30分～午前11時30分（時間は申し込み後に通知します）
■場　所　保健センター（オアシスセンター内）
■内　容　歯科健診、相談（大人・子ども）、フッ素塗布（小学生以下）
■申込期間　5月1日（月）～16日（火）
■申し込み方法　電話または電子メールにて申し込んでください。
電子メールで申し込みをする場合は、件名を「むし歯予防デー」とし、本文に「受診者氏名」「生年月日」「連絡先
（電話番号）」を入力してください。
※　定員（200人）を超える場合は、抽選となります。当選者の方へは1週間前までに手紙または電子メールで
通知します。

■申し込み・問い合わせ先　保健センター　☎（48）1111（1520・1521）　電子メール　kenko@town.agui.lg.jp

「むし歯予防デー」のお知らせ【予約制】

予防接種の変更点についてのお知らせ

お口の中から健康に！

5.かかりつけ歯科医で定期的
に歯科健診を受ける
　歯と口の健康を維持し、トラブルを早期に
見つけて治療するために、定期的に歯科健診
を受けてください。

かかりつけ歯科医を持つメリット
■健康状態や治療経過を把握して適切なアドバイ
スがもらえます。
■自分では十分に掃除できない部位も、専門家の
ケアで清潔に保つことができます。

　4月から次の2点が変更となりました。
■4種混合の接種開始時期
これまで生後3カ月以降に接種していた4種混合ですが、生後2カ月より接種できるようになりました。
■子宮頸がんワクチンが3種類へ
　これまで定期接種の対象が2価（サーバリックス）と4価（ガーダシル）の2種類でしたが、4月から9価（シルガー
ド）が加わり3種類となりました。
接種できるワクチンの種類は病院により異なります。希望する方は接種される医療機関へ問い合わせてください。
■問い合わせ先　保健センター　☎（48）1111（内1520・1521）
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●がん検診日（定員に達した場合は、申し込み受け付けを締め切っていることがあります）
検診の種類 対象者 日にち 受付時間

胃がん・大腸がん・前立腺がん 申込者 12日（月）

午前9時～午前11時
29日（木）

レディスがん 申込者 6日（火）
30日（金）

乳がん・子宮がん・大腸がん 申込者 23日（金）

●教室・講習会
教室などの種類 対象者 日にち 時間
前期離乳食講習会 令和5年2月生 8日（木） 午前10時～午前11時

●基本健康診査
対象者 会場 日にち 時間

16～39歳の方
草木小学校 10日（土） 午前9時15分～午前11時15分
英比小学校 17日（土） 午前9時15分～午前11時30分

午後1時30分～午後4時

●胸部レントゲン検査
対象者 会場 日にち 時間

40歳以上の方の申込者 保健センター 27日（火） 午後2時～午後4時30分　

●乳幼児健康診査日（都合の悪い方は問い合わせ先まで連絡してください）
健診の種類 対象者 日にち 受付時間
乳児健診 令和5年2月生 13日（火） 午後1時～

1歳児歯科相談 令和4年6月生 22日（木） 午前9時30分～
1歳6カ月児健診 令和3年11月生 20日（火） 午後1時～
2歳6カ月児歯科健診 令和2年11月～12月生 22日（木） 午前10時～

3歳児健診 令和2年5月生 28日（水） 午後1時～

●その他
事業の種類 対象者 日にち 時間

母子健康手帳の交付 妊娠届出書を交付された方
（ご都合が悪い方はご連絡ください）

7日（水）
21日（水） 午前9時～午前10時

むし歯予防デー 申込者 4日（日） 午前9時～午前11時(受付)

●健康なんでも相談日　乳児・一般健康相談（内容外の相談は受け付けできません）
内容 日にち 受付時間

赤ちゃんからお年寄りまで、身長・体重・血圧などを測定します。（電話相談も可） 2日（金）
16日（金）

午前9時～午前11時
午後1時～午後3時

●休日診療歯科診療所（診療時間　午前9時～午後１時）
日にち 診療所（所在地） 電話

日曜日・祝日 半田歯科医療センター（半田市港町1-62） ☎（23）2636

●休日診療担当医院（診療時間　午前9時～正午）
日にち 担当医院（所在地） 診療科目 電話
4日（日） 浅井外科（白沢字天神前33-2） 脳神経外科、整形外科、内科、外科、消化器外科、リハビリテーション科 ☎（48）8787
11日（日） 浅井外科（白沢字天神前33-2） 脳神経外科、整形外科、内科、外科、消化器外科、リハビリテーション科 ☎（48）8787
18日（日） 岡田ハートクリニック（椋岡字角前田52-3） 循環器内科 ☎（49）2100
25日（日） 耳鼻咽喉科すみやクリニック（宮津字宮天神24-1） 耳鼻咽喉科 ☎（49）3154

【がん検診、母子健診を受けられる方へのお願い】
新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、あらかじめ来所時間を指定しています。来所時間は、案内通知にてお知らせします。
体調不良の場合は、健診を控えてください。

■申し込み・問い合わせ先
保健センター
☎（48）1111（内1520・1521)
※　会場・所在地の記載がない場合、会場は保健センターです。

受注No.23D00523／版管理番号253178-01／阿久比町役場様
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イベント開催します！こちら、阿久比町立図書館です！
●図書館　☎（48）6231　●開館＝火曜日～金曜日�午前10時～午後6時、土曜日・日曜日・祝日�午前10時～午後5時
●休館日＝毎週月曜日、毎月最終木曜日　※　その他、館内整理など不定期の休館もありますので問い合わせてください。

こちら、阿久比町立図書館です！

◆�阿久比写友会写真展　5月7日（日）まで
◆�アトリエ彩々作品展　5月11日（木）～21日（日）
◆�阿久比みずゑの会水彩画展　5月26日（金）～6月4日（日）
◆�苗代句会作品展　6月8日（木）～18日（日）

土曜日・日曜日・祝日：午後2時30分～
子ども向け絵本や紙芝居の読み聞か
せを開催しています。

『おかあしゃん。はぁい。』 著者
作／くすのき　
　　しげのり
絵／岡田　千晶

　「おかあしゃん」、「はぁい」――。たったそ
れだけでも、幸せなやりとり。
　世界中の全ての親子が、この幸せな時間
を過ごせますようにとのメッセージが込めら
れています。

出版社

佼成出版社

青空図書館（ブックガーデン）を開催
　青空図書館とは、青空の下で読書を楽しめる出張図書館です。おはな
し会やクイズ大会もあります。約800冊の本とともにお待ちしています。
貸出券を持参すると本の貸し出しができますので、ぜひご利用ください。
■日　時　5月27日（土）

午前10時～午後3時（雨天中止）
おはなし会　午前11時～午前11時30分
クイズ大会　午後2時～午後2時30分

■場　所　ふれあいの森芝生広場

※　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止
または規模の縮小をすることがあります。

《今月のおすすめ絵本》

展示ホール おはなし会
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　全3回の連続講座となっていますので、3
回全てにご参加ください。受講料は無料で
す。
■実施日
6月3日（土）、10日（土）、17日（土）
■時　間　午前10時～午前11時30分
■�定　員　15人（先着順・全ての回に参加
できる方）
■�内　容　絵本やお話を読み聞かせる時の
方法や技術を学びます。
■�講　師　川瀬陽子さん（元東海ラジオア
ナウンサー）
■会　場　図書館
■持ち物　筆記用具
■申込期限　5月13日（土）
■�申し込み方法　電話、電子メールまたは図
書館窓口まで申込書を持参してください。
申込書は図書館窓口にあります。町ホーム
ページからダウンロードすることもできま
す。電子メールの場合は件名を「読み聞か
せ講座申込」とし、「住所」「氏名（ふりがな）」
「連絡先（本人と連絡がとれる連絡先・電
話番号）」を本文に入力してください。
※�　新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、日程変更や中止になる場合があります。

■申し込み・問い合わせ先
図書館　☎（48）6231　
電子メール　tosho@town.agui.lg.jp

読み聞かせ講座の受講生募集読み聞かせ講座の受講生募集 元気な家族農園の利用者募集元気な家族農園の利用者募集
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　元気な家族農園を利用し、おいしくて安心な野菜作りを始め
てみませんか。
　トイレや駐車場はふれあいの森を利用でき、農作物用の水や
りに必要な愛知用水も整備されているので、気楽に家庭菜園を
始められます。
■�所在地　阿久比町大字板山字比沙田地内（ふれあいの森第
2駐車場東）
■�募集区画　20区画前後〔１区画:27.5平方メートル（5.0メー
トル×5.5メートル程度）〕
■�賃　料　１区画　6,000円／年
　（年度途中から借りることもできます）
■募集期間　5月1日（月）～5月31日（水）
■貸付期限　令和6年3月31日（日）
※�　継続利用の場合、1年ごとに利用
延長の申し込みと賃料が必要です。

■�利用条件　原則1世帯につき、1区画です。ただし、場合により2区
画まで利用できます。

元気な家族農園用の農機具レンタル費用を補助します
　農園利用者が耕うん機や草刈り機などの農機具をレンタルす
る場合に、町が補助する制度があります。補助制度を利用される
場合は、事前に産業観光課まで問い合わせてください。
■�補助上限額　１区画あたり3,000円（新規利用者は5,000円）
■�申請方法　交付申請書兼請求書に必要事項を記入し、レンタ
ルにかかる領収書などの写しと併せて産業観光課へお持ち
ください。
■申し込み・問い合わせ先
産業観光課農政係　☎（48）1111（内1222）
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　接種対象者で接種を希望する方は、次のいずれかの方法で予約してください。
■予約方法
　予約には、接種券が必要です。（対象者で接種券が届いていない方は、保健センターまで問い合わせください）
　▽Web予約（右の二次元コードから進んでください）
　　※　接種対象者以外は、予約できません。
　▽コロナワクチンコールセンター電話予約〔☎（48）0900〕
　　（月曜日～金曜日の午前8時30分～午後5時15分）
　▽小児（5～11歳）専用電話予約〔☎（48）0904〕
　　（月曜日～金曜日の午前8時30分～午後5時15分）
　▽医療機関での予約（令和5年春開始接種のみ）

がん検診ご予約受け付け中です
　日本人の２人に1人はがんにかかり、３人に１人はがんで亡くなっています。がんは初期の段階では自覚症状がほとんどありま
せん。早期発見のためには定期的な検診がおすすめです。

　※　子宮頸がん検診は、月経中・妊娠中の方は受診できません。
※　授乳中の方、断乳後1年未満の方は、乳がん検診は医療
機関で受診してください。
※　乳がん検診は、コロナワクチン接種後、腋窩リンパ節が腫れることがあるた
め、コロナワクチン接種前または接種後６週間以降に受けることを推奨します。

■申し込み方法　電話または電子メールで健康介護課保健係へ申し込んでください。
　電話での申し込みの場合は、電話交換手に「がん検診の予約」と伝えてくだ
さい。
　電子メールでの申し込みをする場合は、件名を「がん検診の予約」とし、本文に「氏名」「生年月日」「電話番号」「希望日」「希
望の検診項目」を入力の上、送信してください。
■申し込み・問い合わせ先　保健センター　☎(48)1111（内1520・1521）　電子メール　kenko@town.agui.lg.jp

※　レディスがん検診は、40歳以上の女性で、胃がん・大腸が
ん・乳がん・子宮頸がんのうち、3種類以上を希望する方が対
象です。

乳がん

子宮頸がん

大腸がん
胃がん（バリウム検査）

20歳～39歳、女性

40歳以上、男女

40歳以上、女性
超音波
マンモグラフィ

20歳以上、女性

種　類 対象者（今年度になる年齢） 料　金

1,200円

700円

前立腺がん 50歳以上、男性 600円

骨密度 20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70歳になる女性 1,000円

500円
1,000円

■検診の種類・対象者・料金

【6月・7月で予約可能ながん検診】
■乳がん・子宮頸がん・大腸がん・骨密度検診
　※　1種類から受けられます。

日にち 時　間 骨密度検診
6月23日（金）
7月9日（日） 午前9時～午前11時 ○

■レディスがん検診（40歳以上）
日にち 時　間 骨密度検診

6月6日（火）
6月30日（金） 午前9時～午前11時 ○

■胃がん・大腸がん・前立腺がん検診
　※　1種類から受けられます。

日にち 時　間
6月12日（月）
6月29日（木） 午前9時～午前11時

～　シリーズ43　新型コロナウイルスワクチン接種　～
令和5年春開始接種【5月8日（月）～】
5～11歳のオミクロン株対応ワクチン接種 予約受付中！

▲ワクチン
　接種予約

ゼロキューゼロゼロ

ゼロキューゼロヨン

▲Web予約

阿久比クリニック
浅井外科
飯塚医院
岡田ハートクリニック

ハーブ内科皮フ科

山田内科

かかりつけの患者のみ
かかりつけの患者のみ
かかりつけの患者のみ
かかりつけの患者のみ
初めての方
1回以上当院で接種済の方
かかりつけの患者のみ

受診時に予約（電話不可）
窓口予約（電話不可）
受診時に予約（電話不可）
窓口予約（電話不可）
窓口予約（電話不可）
電話・窓口予約
窓口予約（電話不可）

医療機関名（五十音順） 対　象 予約方法など

【生後6カ月以上の初回接種について】
　引き続き実施します。予約は全て保健センターで対応しますので、希望する方は相談してください。
■問い合わせ先　保健センター　☎（48）1111（内1520・1521）
※　国・県の通知、ワクチンの供給状況により予定が変更となる場合があります。最新情報は、町ホームページをご覧
ください。

▲小児接種
　予約

電話のおかけ間違いに
注意してください！
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　ひとり親家庭の父母などが就職に結び付く可能性の高い技能・資格を習
得し、自立を促進するための講習会です。
■講習内容・日程

愛知県教育委員会では、子ども
に障がいがあると思われる方、子ど
もの就学について相談したい方な
どを対象に、早期教育相談を行い
ます。お気軽に相談してください。
相談は無料で、予約制です。
■日　時　7月27日(木)、28日(金)
　午前9時30分～午後4時30分
■場　所　半田福祉文化会館
■対　象　幼児（3歳児～令和6年
4月に新1年生になる子ども）と
その保護者
■申し込み方法　学校教育課、保
育園などにある申込票に記入し
て、学校教育課へ提出してくださ
い。
■申込期限　6月14日(水)
■申し込み・問い合わせ先
　学校教育課学校教育係
　☎(48)1111（内1230）

　愛知県教育委員会では、特別支
援学校の様子を知っていただくた
め、体験入学を行います。令和6年
度に小・中学校、高等学校入学予定
で障がいがあると思われる子ども
とその保護者が対象です。体験入
学日以外にも、随時相談に応じます。
■知的な発達に遅れのある子ども
▽日にち　9月12日(火)
▽場　所　半田特別支援学校
　☎（27）7061

■手足の不自由な子ども
▽日にち　6月15日(木)、9月
22日(金)
▽場　所　ひいらぎ特別支援
　学校　☎（26）7131

母子家庭等就業支援講習会参加者を募集

■対象者　県内に住んでいるひとり親家庭の父母など
■費　用　原則無料（教材費・交通費は自己負担）
■申込期間　5月8日（月）～29日（月）
■申し込み方法　子育て支援課で配布している受講申込書を記入の上、
子育て支援課窓口に提出してください。
■注意事項　それぞれの講習には定員があり、募集定員を超えた場合は、
抽選し決定します。
■申し込み・問い合わせ先
　▽子育て支援課子育て支援係　☎（48）1111（内1130）
　▽愛知県母子寡婦福祉連合会　☎052（915）8862

受注No.23D00523／版管理番号253178-01／阿久比町役場様
広報あぐい5/1・15　政策協働課（210×297）／23.4.18／16:07／長尾★★■

講習内容 日　程 会　場

パソコン講習（初級） 7月1日（土）～10月21日（土）のうち15日間
ヒューマンアカデミー
花車ビル北館

調剤薬局事務講習 7月3日（月）～8月28日（月）の
うち7日間

ニチイ名古屋校
名駅教室

介護職員初任者研修 6月30日（金）～10月27日（金）
のうち16日間

未来ケアカレッジ
名古屋駅前校

■病気で療養している子ども
▽日にち　7月12日(水)、10月
24日(火)
▽場　所　大府特別支援学校
　☎0562（48）5311

■目の不自由な子ども
▽日にち　8月22日(火)
▽場　所　名古屋盲学校
　☎052（711）0009

■耳の不自由な子ども
▽日にち　7月25日(火)（中学3
　年生対象）
▽場　所　名古屋聾学校
　☎052（762）6846
▽日にち　6月14日(水)
▽場　所　千種聾学校ひがしう
　ら校舎　☎0562（82）3121

■申し込み・問い合わせ先
　　体験入学を希望する学校へ直
接電話してください。

障害者計画策定委員
会委員を募集

特別支援学校体験
入学のお知らせ

早期教育相談
を実施

障害福祉サービスの提供体制の
確保や推進のための取り組みなど
を定める「障害者計画」「障害福祉
計画・障害児福祉計画」を策定する
委員会の委員を、広く町民の皆さ
んから募集します。
■応募資格
　町内に住民登録のある満20歳
以上（令和5年5月1日現在）で、
障害者福祉に関心を持ち、熱意
のある方
■任　期　委嘱日から令和6年3
月31日まで
■内　容　年4回程度の策定委員
会で､町が示す障害者計画、障害
福祉計画・障害児福祉計画に定
めようとする事柄に関して意見・
提言を行います。
■募集人数　1人
■応募方法　所定の応募用紙に住
所、氏名、年齢、職業など、応募の
動機（400字程度）を記載し､郵
送または直接住民福祉課窓口へ
提出してください。応募用紙は

窓口または町ホームページから
入手してください。
※　提出書類などは返却しません。
■応募期限　5月19日（金）
■問い合わせ先
　住民福祉課社会福祉係
　☎（48）1111（内1122）
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日本赤十字社では、5月を赤十字
運動月間とし、全国の皆さんに赤
十字の理念に賛同いただくための
全国運動を行い、活動資金募集の
協力をお願いしています。

日本赤十字社は災害救護活動、
国際救援活動、救急法などの普及、
赤十字ボランティアや青少年赤十
字の育成など国内外で人道的な活
動を展開しています。中でも災害
救護は活動の柱であり、令和4年8
月大雨災害でも、被災者に寄り添っ
た活動を実施しました。今後発生が
予想される南海トラフ地震などの
大規模災害に対しても医療救護班
の派遣や備蓄している救援物資の
提供など、万全の準備を整えてい
ます。その活動は皆さんからの善
意の活動資金で支えられています。

今年も活動資金に協力をお願い
します。

成年後見制度の普及、啓発のた
めの講座を開催します。
■日　時　6月15日（木）、23日（金）、
　30日（金）、7月7日（金）、14日（金）、

21日（金）の午後1時30分～
　午後4時
■場　所　半田赤レンガ建物クラブ
　ハウスC（4日目のみ雁宿ホー

ル）
■定　員　30人（先着順）
■受講料　1,000円（資料代）
■内　容（変更の場合有）

1日目　成年後見概論
2日目　高齢者・障害者の権利
　　　　侵害の状況
3日目　法定後見の申し立て手
　　　　続き
4日目　財産管理と身上監護Ⅰ
5日目　財産管理と身上監護Ⅱ
6日目　後見人の実務

■講　師　弁護士、司法書士など
■申し込み方法　5月8日（月）から

電話で受け付けます。
■申し込み・問い合わせ先
　知多地域権利擁護支援センター
☎0562(39)3770

申し込みは先着順で、半田消防
署・各支署・出張所で受け付けて
います。詳しくは、消防本部ホーム
ページをご覧ください。
※　新型コロナウイルス感染症の

拡大により、講習を中止する場合
があります。
■内　容　成人に対する心肺蘇生

法、AED取り扱い、止血法
■日　時　6月9日（金）午後1時～

午後4時
■場　所　半田消防署成岩出張所
■申し込み・問い合わせ先　
　成岩出張所救急担当
　☎ (24)0119

保育園入園案内（9月入園分）

受注No.23D00523／版管理番号253178-01／阿久比町役場様
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■問い合わせ先
　住民福祉課社会福祉係
　☎（48）1111（内1121）

■受付期間　6月1日(木)～9日(金)の午前9時～
午後5時（土曜日、日曜日を除く）
※　上記期間を過ぎても申し込みはできますが、

優先順位が下がります。
■受付場所　子育て支援課（10番窓口）
■申し込み方法　子育て支援課で配布する入所申

込書に必要事項を記入し、必要書類と併せて提
出してください。
※　提出書類に不備や不足がある場合、受け付

けできません。
※　詳しい入所基準は案内を確認してください。
■その他

▽年少クラス以上については、自由契約児も受け付けています。
▽7・8月の入園受け付けも随時行っています。希望月の前月10日（10

日が休みの場合は直前の開庁日）までに必要書類を提出してください。
■申し込み・問い合わせ先　
　子育て支援課幼児保育係　☎(48)1111（内1123・1124）

◀消防本部ホームページ

◀消防本部ホームページ

普通救命講習Ⅰを開催

消防職員を募集

日本赤十字社の活
動資金募集に協力を

成年後見サポーター
研修講座を開催

知多中部広域事務組合では、令
和6年4月採用予定の消防職員（大
学卒・短大卒）を募集します。

■応募資格　平成10年4月2日以
降に生まれ、4年制大学・短大を
卒業または令和6年3月までに卒
業見込みの方[短大には高専お
よび専修学校（専門課程の修学
年限2年以上かつ1,600時間以
上の授業履修を義務付けている
もの）を含む]
■採用人数　4人程度
■申込期限　5月16日（火）～24日
（水）（土曜日・日曜日を除く）
■申し込み方法　直接本人が知多

中部広域事務組合消防本部総務
課へ申込書類を提出してくださ
い。申込書などは、消防本部総務
課または消防本部ホームページ
にあります。
■試験日　6月18日（日）
■申し込み・問い合わせ先
　知多中部広域事務組合消防本部

総務課　☎（21）1490　
　ＦＡＸ（22）7420
　電子メール
　soumu@chitachu.jp



今月の納税など

納期限は5月31日（水）です
※　登録内容に変更があったとき

は、届け出をお忘れなく。
※　口座振替の方は、口座の残高

確認をお願いします。

軽自動車税　全期分
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総合型地域スポーツクラブ「アクティブあぐい」6月の予定
種　　目 場　　所 日　　時

ヒップホップ
ダンス教室 草木小学校体育館 7日(水)、14日(水)、21日(水)、28日（水）

午後7時30分～午後9時

ヨガ教室

ふれあいの森体育室
（1日、22日、29日）

スポーツ村交流センター
多目的体育室

（8日、15日）　

1日(木)、8日(木)、15日(木)、22日(木)、29日(木)
午前10時～午前11時30分
ヨガマットをお持ちの方は、持参ください。

小中学生
バレーボール
教室（小学生）

草木小学校体育館 3日(土)、17日(土)、24日(土)
午前9時～午後0時30分

小中学生 
バレーボール
教室（中学生）

草木小学校体育館 3日(土)、17日(土)、24日(土)
午後0時30分～午後2時

小中学生 
剣道教室 丸山公園武道場

2日(金)、6日(火)、9日(金)、13日(火)、16日(金)、
20日(火)、23日(金)、27(火)、30日(金)
午後6時30分～午後8時30分　　　

小中学生 
サッカー教室 板山グランド 3日(土)、10日(土)、17日(土)、24日(土)

午前9時～午後0時30分
小中学生 
バドミントン教室　
上級

ふれあいの森
体育室

27日(火)
午後6時30分～午後9時30分
毎回シャトル代100円が必要です。

小中学生 
バドミントン教室　
初級・中級

南部小学校体育館

5日(月)、12日(月)、26日(月)
午後7時～午後9時30分
初級 午後7時～午後8時　
中級 午後7時～午後9時30分
毎回シャトル代100円が必要です。

健康教室
スポーツ村交流センター
多目的体育室（8日）
ふれあいの森
体育室（22日）

8日(木)、22日(木)
午後2時～午後3時30分
ヨガマットをお持ちの方は、持参ください。

デトックス
体操教室

スポーツ村交流センター
多目的体育室

11日(日)
午前10時～午前11時30分

アクティブ教室 
（ヒップホップダンス）

スポーツ村交流センター
多目的体育室

18日(日)
午前10時～午前11時30分

グラウンド
ゴルフ 草木小学校運動場 18日(日)、25日(日)

午前9時～午前11時

■申し込み・問い合わせ先　
　アクティブあぐい（スポーツ村クラブハウス1階） 月曜日～水曜日・金曜日・土曜日　午前9時～正午　
　☎090(6617)9101　ホームページ　https://activeagui.com/

○非会員の方は、1人1回300円です。
○どの教室も予約なしで参加できます。（やむを得ず中止になる場合があります）

日　　　時 内　　容 会　　場

18日（日）・25日（日） 軟式野球交流大会 野球場

18日（日）
午前9時～午後4時30分 スポーツ村すこやか町民開放 陸上競技場

■問い合わせ先　阿久比スポーツ村　☎（49）2500

6月のスポーツ村イベントガイド

令和5年度の会員募集中！！
　会員になると、どの教室も無料で参加できます。
■受付日時　月曜日～水曜日・金曜日・土曜日　午前9時～正午
■年会費 　大人（高校生以上）　3,500円　シニア（65才以上）　3,000円
　　　　　 ジュニア（中学生以下）　2,500円　　　   
■申し込み先　アクティブあぐい事務所(スポーツ村クラブハウス1階)
　※　年会費には、スポーツ保険料は含まれません。（加入をお勧めします）

◀（一財）消防試験研究センター
愛知県支部ホームページ

受注No.23D00523／版管理番号253178-01／阿久比町役場様
広報あぐい5/1・15　政策協働課（210×297）／23.4.20／17:11／長尾★★★■

危険物取扱者は、消防法で定め
られた危険物を取り扱うときに必
要な国家資格です。
■試験日

▽第2回　6月25日（日）
▽第3回　7月9日（日）
▽第4回　7月16日（日）

■試験の種類（各回共通）
▽午前　乙種第４類、丙種
▽午後　甲種、乙種全類

■試験場所
▽第2回　愛知大学（豊橋キャ

ンパス）
▽第3・4回　名古屋工学院専門

学校
■手数料

▽甲種　6,600円
▽乙種　4,600円
▽丙種　3,700円

■申し込み方法
【電子申請】（一財）消防試験研究

センター愛知県支部ホームペー
ジから申し込んでください。

【書面申請】最寄りの消防署、県
民事務所、県民相談室などで配
布している申請書を郵送または
持参してください。

■申込期間（第2～４回共通）
【電子申請】5月13日（土）午前9

時～22日（月）午後5時
【書面申請】5月16日（火）～25日
（木）
■申し込み・問い合わせ先
　（一財）消防試験研究センター愛

知県支部　☎052（962）1503

危険物取扱者試験
を開催
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○　相談事例
【事例】

「処分してもよい布団はないか」と男性の業者が訪問してきたので、2
階にある座布団を引き取ってもらうことにした。すると、業者が勝手に上
がり込んで押し入れを開け、座布団ではなく羽毛布団などを勝手に出し

「このままではダメになってしまう」と熱心にリフォームを勧めてきた。根
負けして約13万円の契約をしてしまった。年金暮らしの身には高額過ぎ
て支払えない。（80歳代）
○　被害を防ぐアドバイス
・業者を家の中にあげてしまうと点検を強いられたり、布団の購入やリ
フォームの契約を勧められたりする恐れがあるため、安易に家の中に入
れないようにしましょう。

・家族や周囲の人は、高齢者の家に不審な訪問者が来ていないか、いつも
と違う様子はないかなどに気を配りましょう。

・クーリング・オフや契約の取り消しができる場合があります。しつこく勧
誘され恐怖を感じたときや困ったときは、最寄りの警察や消費生活セン
ターなどに相談しましょう。

シリーズ　消費生活相談○
布団の処分や点検を口実にした強引な訪問販売に注意 !

154

◎　知多半田消費生活センターでは消費生活相談を行っています。
■日にち　月曜日～金曜日（祝日、第4水曜日を除く）
■時　間　来所相談 ： 午前9時30分～午前11時　午後1時30分～午後3時
　　　　　電話相談 ： 午前9時30分～午後4時30分

※　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話相談でのご協力
をお願いします。来所相談の場合も電話で確認してください。

■問い合わせ先　知多半田消費生活センター（クラシティ3階市民交流セン
　　　　　　　　ター内）　☎（32）2444

　
　

　

6月の相談6月の相談

成年後見制度巡回相談成年後見制度巡回相談
6月1日（木）
場　所　中央公民館本館102号室
時　間　午後1時30分～午後4時30分
　NPO法人知多地域権利擁護支援セ
ンターでは、成年後見制度巡回相談（事
前に予約が必要）を毎月行っています。
■問い合わせ先
　知多地域権利擁護支援センター事務

所（知多市福祉活動センター内）
　☎0562（39）3770

■人権・行政・心配ごと相談
　1日（木）、15日（木）
　場　所　中央公民館本館308号室
　時　間　午前9時30分～午前11時30分
　※　電話での相談も受け付けます。
■無料法律相談（事前に予約が必要）
　3日（土）中央公民館本館308号室
　15日（木）役場1階会議室101
　時　間　午後1時～午後4時
■問い合わせ先
　住民福祉課社会福祉係
　☎（４８）１１１１（内１１２２）

◀愛知県ホームページ

◀ちた地域若者サポート
　ステーションホームページ

ルーツ・オブ・コミュニケーション
株式会社　様

阿久比町へ新しい人の流れをつ
くる事業のために、企業版ふるさと
納税（地方創生応援税制）で、町に
５０万円をご寄付いただきました。

ご寄付ありがとうございます

宮津地区で４月15日・16日
に開催された春の山車まつり。
宮津北組山車と南社山車の引
き回しが行われ、多くの方でに
ぎわいました。地域の方は、参
加された皆さんのきらきらと輝
く笑顔を眺めながら「やっぱり
祭りはいいものだね」と微笑ん
でいました。

今月号の表紙 今回4年ぶりの
開催となった春の
山車まつりへ取材

に行きました。「黙食」など会話を
することも極力控えていた4年間
を思い返しながら、活気にあふれ
た皆さんの声を耳にして目頭が熱
くなりました。今後は中止となって
いたイベントや行事も少しずつ再
開されます。広報あぐいを通じて、
心揺さぶられるような素敵な瞬
間を皆さんと共有できるよう一
生懸命努めてまいりたいと思い
ます。よろしくお願いいたします。

編集後記

受注No.23D00523／版管理番号253178-01／阿久比町役場様
広報あぐい5/1・15　政策協働課（210×297）／23.4.24／08:42／長尾★★★★■

4月1日現在で自動車を所有する
方へ、5月1日に県税事務所から納
税通知書を発送しました。県税事
務所、金融機関、コンビニエンスス
トアなどで自動車税種別割を納付
してください。（納付場所は、納税
通知書の裏面を確認してください）

パソコンやスマートフォンなどを
利用して、クレジットカード（決済手
数料がかかります）やインターネッ
トバンキング、一部のスマートフォ
ン決済アプリでも納付できます。

他人に名義変更・廃車などの手
続きを依頼した自動車の納税通知
書が届いた場合は、手続きが3月末
日までに行われていない可能性が
ありますので、依頼先に確認してく
ださい。

転居などにより納税通知書が届
かないときは、管轄の県税事務所
に連絡してください。

■日　時（要事前予約）
　5月17日（水）午前10時～正午
■場　所　役場2階相談室202
■対象者　15～49歳までの無業

状態の若者やその保護者
■申し込み・問い合わせ先
　ちた地域若者サポートステー

ション　☎（89）7947
　電子メール　chitasapo@icds.jp

■問い合わせ先
　知多県税事務所課税第二課自動

車税グループ　☎(89)8176
　（ダイヤルイン）

自動車税種別割の
納付をお忘れなく

若者の就職に向けた
出張無料相談を開催
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　目の不自由な方が広報あぐいを利用できるよう声の
広報ボランティア「あいうえお」がCDに音訳録音してい
ます。録音したCDを利用希望者へ無料で送付していま
す。利用希望者は、下記までご連絡ください。
■問い合わせ先　町社会福祉協議会・ボランティアセンター☎（４８）１１１１（内１５２３）

アグピー

阿久比町
マスコットキャラクター

阿久比町民憲章
　わたしたち阿久比町民は、ここに町民憲章を定
め、よりよい町づくりに努めることを誓います。
◎ホタル飛びかう、豊かな自然を守ります。
◎歴史と伝統を守り、教養を高めます。
◎スポーツに親しみ、健康で明るい家庭をつくり
ます。
◎オアシス運動をすすめ、笑顔あふれるまちをつ
くります。
◎ボランティア活動に、すすんで参加します。

世帯数　10，980　（＋15）
人　口　28，346人（－50）
　男　　14，029人（－28）
　女　　14，317人（－22）
（　　）は前月との増減数

3月中の異動
　出生　13　　転入 147
　死亡　25　　転出 185

令和5年4月１日現在

■日　時　6月18日（日）（雨天中止で予備日は6月24日（土））
　午前9時～午後1時30分（3部制）　　　　　　　　　　　　
　▽1部・午前9時～
　▽2部・午前10時30分～
　▽3部・正午～
■募集人員　240人（各部で20組ずつ、1組4人まで）
　どなたでも参加できます。
■集合場所　アグピアホール前
■田植え場所　役場南側の田んぼ
■持ち物　タオル、飲み物、帽子、汚れてもよい服、田植え用長靴または
　汚れてもよいハイソックスなど
■参加賞　おにぎり(1人につき2個)・お米（1組につき1㎏）
■田んぼアートのデザイン　「アグピースマイル」（右図のとおり）
　※　デザインは作業の都合上、変更する場合があります。
■申込期限　6月2日（金）
■申し込み方法　申し込みフォーム、電話、FAX、産業観光課窓口にて、
　住所・氏名・電話番号・参加人数（大人・子ども別）をお知らせください。
■申し込み・問い合わせ先　田んぼアート実行委員会事務局
　（産業観光課農政係内）
　☎（48）1111（内1222・1223）　FAX(49)0057

　田んぼアートとは、田んぼをキャンパスに見立て、色の異なる稲を絵の
具代わりに巨大な絵を作るものです。
　今回田んぼアートの田植え作業に参加する方を募集します。町制70周
年記念事業を一緒に盛り上げませんか。

町制70周年と阿久比産米の魅力を
広めるため、田んぼアートを行います。
町制70周年と阿久比産米の魅力を
広めるため、田んぼアートを行います。

田んぼアートの参加者を募集

▲町ホームページ

▲田んぼアート実施場所

▲申し込みフォーム
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